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■■１
重
度
心
身
障
害
者
と

母
子
家
庭
の
医
療
費

助
成
制
度
に
つ
い
て

〜
重
度
心
身
障
害
者
・
母
子
家
庭

医
療
受
給
者
の
方
へ
〜

更
新
の
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

更
新
前
の
受
給
者
証
の
有
効
期

限
は
、
平
成
１９
年
６
月
３０
日
と
な
っ

て
い
ま
す
。
更
新
の
手
続
き
に
つ

い
て
は
、
該
当
者
に
は
封
書
で
ご

案
内
し
て
い
ま
す
の
で
、
早
め
に

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
母
子
家
庭
医
療
費
助
成

制
度
の
対
象
者
で
、
２０
歳
未
満
の

児
童
に
社
会
保
険
が
で
き
て
い
る

場
合
や
、
町
外
に
転
出
し
て
い
る

場
合
（
学
生
は
除
く
）
は
、
受
給

資
格
が
あ
り
ま
せ
ん
。
早
急
に
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
制
度
の
案
内
〉

○
重
度
心
身
障
害
者

医
療
費
助
成
制
度
○

目
的

重
度
心
身
障
害
者
に
対
し

て
医
療
費
の
一
部
を
助
成
す
る

こ
と
に
よ
り
、
重
度
心
身
障
害

者
の
保
健
の
向
上
と
福
祉
の
増

進
を
図
り
ま
す
。

対
象
者

�

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
又
は

２
級
を
お
持
ち
の
方

�

療
育
手
帳
（
程
度
に
よ
る
）

を
お
持
ち
の
方

�

身
体
障
害
者
手
帳
３
級
〜
６

級
と
療
育
手
帳
（
程
度
に
よ
る
）

の
両
方
を
お
持
ち
の
方

○
母
子
家
庭
医
療
費
助
成
制
度
○

目
的

母
子
家
庭
に
対
し
て
医
療

費
の
一
部
を
助
成
す
る
こ
と
に

よ
り
、
母
子
家
庭
の
保
健
の
向

上
と
福
祉
の
増
進
を
図
り
ま
す
。

対
象
者

�

母
子
家
庭
の
母
と
児
童

�

準
母
子
家
庭
の
祖
母
と
孫
又

は
姉
と
弟
妹

�

父
母
の
な
い
児
童

※

児
童
と
は
、
２０
歳
に
満
た
な

い
者
と
し
ま
す
。
ま
た
２０
歳
以

上
の
就
学
し
て
い
る
者
も
対
象

と
な
り
ま
す
。（
必
ず
在
学
証
明

書
の
原
本
が
必
要
）

対
象
除
外

�

家
庭
主
（
父
母
の
な
い
児
童

を
扶
養
す
る
者
を
含
む
）
に
前

年
（
１
〜
６
月
申
請
分
に
つ
い

て
は
、
前
々
年
）
所
得
税
が
課

税
さ
れ
て
い
る
家
庭

�

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
家
庭

右
の
条
件
に
該
当
し
、
助
成
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

■■２
国
民
健
康
保
険
の
届
出
は

お
済
み
で
す
か
？

医
療
保
険
は
、
だ
れ
も
が
国
民

健
康
保
険
又
は
職
場
の
健
康
保
険

の
い
ず
れ
か
に
加
入
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

国
民
健
康
保
険
の
場
合
は
、
職

場
の
健
康
保
険
と
異
な
り
各
自
の

責
任
で
加
入
又
は
脱
退
の
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

す
み
や
か
に
届
出
を
し
ま
し
ょ

う
。

○
国
保
の
加
入
手
続
き
が
遅
れ
る
と

会
社
な
ど
を
退
職
し
た
と
き
か

ら
国
保
の
届
出
を
す
る
ま
で
の
間

に
か
か
っ
た
医
療
費
は
、
全
額
自

己
負
担
に
な
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
は
、
被
保
険

者
に
な
っ
た
時
点
（
会
社
な
ど
を

退
職
し
た
日
の
翌
日
）
ま
で
さ
か

の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

○
国
保
の
脱
退
届
が
遅
れ
る
と

保
険
証
の
返
還
を
忘
れ
て
、
国

保
の
保
険
証
で
受
診
し
て
し
ま
う

と
、
国
保
か
ら
給
付
さ
れ
た
分
の

医
療
費
を
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
新
た
に
加
入
し
た
健
康

保
険
の
保
険
料
と
国
保
税
を
二
重

に
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

○
国
保
の
加
入
者
と
世
帯
主

国
保
で
は
、
家
族
の
一
人
ひ
と

り
が
被
保
険
者
で
す
が
、
加
入
は

世
帯
単
位
に
な
り
、
届
出
や
保
険

税
の
納
付
義
務
者
は
、
原
則
と
し

て
世
帯
主
と
な
り
ま
す
。

※

国
保
に
加
入
又
は
脱
退
の
手

続
き
は
１４
日
以
内
に
お
願
い
し

ま
す
。

■■３
国
民
健
康
保
険

高
齢
受
給
者
証
を

お
持
ち
の
皆
さ
ん
へ

昭
和
７
年
１０
月
１
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方
で
、
現
在
「
国
民
健
康

保
険
高
齢
受
給
者
証
」
を
お
持
ち

の
方
は
、
受
給
者
証
の
有
効
期
限

が
平
成
１９
年
７
月
３１
日
と
な
っ
て

い
ま
す
。

新
受
給
者
証
は
、
７
月
中
に
「
配

達
記
録
郵
便
」
に
よ
り
、
郵
送
を

予
定
し
て
い
ま
す
。
内
容
に
記
入

も
れ
や
誤
り
が
な
い
か
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

■■４
老
人
保
健
法
に
よ
る

医
療
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

老
人
保
健
医
療
受
給
者
（
昭
和

７
年
９
月
３０
日
以
前
に
生
ま
れ
た

方
）
で
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

が
入
院
し
た
場
合
、「
入
院
時
の
患

者
負
担
額
」
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※

入
院
す
る
と
き
は
、「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」
を
病
院
に
提
示
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
の
で
交
付
の
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
現
在
認
定
証
を
お
持

ち
の
方
は
、
有
効
期
限
が
平
成

１９
年
７
月
３１
日
と
な
っ
て
い
ま

す
。
引
き
続
き
交
付
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
７
月
２３
日（
月
）以

降
に
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■■１
〜
■■４
の
問
い
合
わ
せ

役
場
町
民
課
保
険
医
療
係

�
９
８
５
―
４
１
０
７

�こんなときは必ず届出を�

上記以外のものが必要になる場合がありますの
で、お問い合わせください。

inform
ation

必要なもの

転出証明書，印かん

健保の離脱証明書，
印かん

保護廃止決定通知書，
印かん

母子健康手帳，保険証，
印かん

外国人登録証明書

保険証，印かん

国保と健保の保険証，
印かん

保護開始決定通知書，
保険証，印かん

死亡を証明するもの，
保険証，印かん

外国人登録証明書，
保険証

こんなとき

他の市区町村から転
入したとき

他の健康保険などを
脱退したとき

生活保護をうけなく
なったとき

子どもが生まれたと
き

外国籍の方が加入す
るとき

他の市区町村へ転出
したとき

他の健康保険などに
加入したとき

生活保護をうけはじ
めたとき

死亡したとき

外国籍の方が脱退す
るとき

国
保
に
加
入

国
保
を
脱
退
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